
令 和 5年 度 『 要 望 書 』 を 文 部 科 学 大 臣 ・ 厚 生 労 働 大 臣 ・ 総 務 大 臣 へ 提 出  

8月 1日 、 第 一 回 副 会 長 会 が 開 催 さ れ た 。 三 省 へ の 要 望 内 容 が 検 討 さ れ 、 各 大 臣 宛 て の

「 要 望 書 」 が 成 文 化 さ れ た 。 田 中 昭 光 全 連 退 会 長 は 8月 2日 、 副 会 長 8名 と 本 部 役 員 4名 を

伴 っ て 各 省 を 訪 問 し 、 要 望 書 を 提 出 し た 。  

  永 岡 桂 子 文 部 科 学 大 臣 へ の 「 要 望 書 」  

次 代 を 担 う 子 供 た ち の 健 や か な 成 長 は 全 て の 大 人 た ち の 願 い で あ り 、 子 供 た ち が 全 国

ど こ に 生 ま れ 、 ど ん な 家 庭 に 育 っ た と し て も 、 等 し く 良 質 な 学 校 教 育 を 受 け ら れ る よ う に

す る こ と は 、 私 た ち 大 人 、 そ し て 国 の 責 務 で す 。  

教 育 は 国 の 礎 で あ り 、 子 供 一 人 一 人 の 学 び を 保 障 し 令 和 の 学 校 教 育 の 充 実 ・ 振 興 を 図

っ て い く た め に は 、 教 育 現 場 に 行 き 渡 る 大 胆 な 財 政 支 援 、 と り わ け 「 教 員 不 足 」 の 解 消 、

優 れ た 教 職 員 の 確 保 が 不 可 欠 、 喫 緊 の 課 題 で す 。  

私 た ち 全 国 連 合 退 職 校 長 会 は 、 四 十 七 都 道 府 県 の 会 員 八 万 五 千 余 名 の 総 意 と し て 、 下

記 事 項 を 強 く 要 望 い た し ま す 。 特 段 の ご 高 配 を お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

一  教 育 の 機 会 均 等 と 教 育 水 準 の 維 持 ・ 向 上  

  義 務 教 育 制 度 の 根 幹 を 為 す 義 務 教 育 標 準 法 、 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 、 教 科 書 無 償 給

与 制 度 等 を 堅 持 す る と と も に 、 国 庫 負 担 率 二 分 の 一 へ の 早 期 復 元 を 図 る こ と 。  

二  令 和 の 日 本 型 学 校 教 育 の 推 進    

⑴   第 八 次 教 職 員 定 数 改 善 計 画 を 策 定 し 、 小 学 校 高 学 年 に 教 科 担 任 制 を 導 入 す る 各 教 科

の 専 任 教 員 を 配 置 す る こ と 。  

⑵   「 個 別 最 適 な 学 び ・ 協 働 的 な 学 び 」 を 実 現 す る た め 、 中 学 校 に お い て も 三 十 五 人 の

少 人 数 学 級 に 引 き 下 げ る こ と 。  

⑶   学 習 指 導 要 領 の 基 本 理 念 で あ る 「 カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ン ト 」 や 「 主 体 的 ・ 対 話

的 で 深 い 学 び 」 の あ る 授 業 改 善 等 を 推 進 す る 校 内 研 修 の サ ポ ー ト 体 制 を 充 実 す る こ

と 。  

⑷   デ ジ タ ル 教 科 書 の 有 効 性 や 使 用 の 在 り 方 等 を 慎 重 に 検 証 す る と と も に 、 紙 の 教 科



書 と の 併 用 を 基 本 と し 、 両 方 を 教 科 書 無 償 給 与 措 置 の 対 象 と す る こ と 。  

⑸   一 人 一 台 学 習 端 末 機 周 辺 の ICT環 境 を 整 備 促 進 す る と と も に 、 「 オ ン ラ イ ン 学

習 」 に 有 効 な デ ジ タ ル 教 材 や 生 成 AIの 活 用 に つ い て 検 証 を 急 ぐ こ と 。  

⑹   発 達 障 害 等 、 特 別 な 支 援 を 必 要 と す る 児 童 生 徒 の 多 様 な 学 び の 場 を 充 実 ・ 整 備 す

る と と も に 、 特 別 支 援 学 校 設 置 基 準 に 拠 る 施 設 設 備 の 整 備 を 促 進 す る こ と 。  

三  「 学 校 に お け る 働 き 方 改 革 」 の 実 現  

 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー や ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 、 部 活 動 指 導 員 、 教 員 業 務 支  

援 員 、 ICT専 門 ス タ ッ フ 等 の 配 置 に よ り 「 チ ー ム 学 校 」 を 充 実 し 、 教 員 の 長 時 間 勤 務 の  

解 消 、 本 務 に 専 念 で き る 勤 務 環 境 の 整 備 を 促 進 す る こ と 。  

四  優 秀 な 人 材 の 確 保 、 処 遇 の 改 善  

⑴   教 員 不 足 の 解 消 、 意 欲 と 情 熱 の あ る 優 れ た 教 職 員 を 確 保 す る た め 、 人 材 確 保 法 の

趣 旨 や 勤 務 実 態 調 査 等 を 踏 ま え た 処 遇 の 改 善 、 並 び に 教 員 の 養 成 ・ 免 許 の 取 得 ・ 採

用・研修の一 体 的 な 改 善 を 図 る こ と 。  

⑵   教 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 等 の 改 正 、 定 年 制 改 正 に 伴 う 退 職 後 の 再 雇 用

等 の 拡 充 を 図 る こ と 。  

⑶  退 職 校 園 長 の 有 識 者 会 議 等 へ の 登 用 、 春 秋 の 叙 勲 者 数 の 増 加 等 に 努 め る こ と 。  

五  被 災 地 域 の 復 興 ・ 教 育 再 生  

  未 だ 復 興 途 上 に あ る 東 日 本 大 震 災 ・ 原 発 事 故 を は じ め 、 全 国 各 地 で 続 発 し て い る 地

震 、 豪 雨 等 の 自 然 災 害 で 被 災 さ れ た 地 域 の 復 興 ・ 教 育 再 生 の た め 、 迅 速 か つ 強 力 に 支

援 す る こ と 。  

六  日 本 の 教 育 の 振 興  

 現 在 、 全 国 三 十 九 都 道 県 、 二 百 十 四 市 区 町 村 に 制 定 さ れ て い る 「 教 育 の 日 」 を さ ら

に 拡 充 し 、 国 民 こ ぞ っ て 教 育 の 在 り 方 を 考 え 、 教 育 の 振 興 を 期 す る 国 民 の 祝 日 と し て

「 教 育 日 」 を 制 定 す る こ と 。  

 



加 藤 勝 信 厚 生 労 働 大 臣 へ の 「 要 望 書 」  

 全 国 連 合 退 職 校 長 会 は 、 「 教 育 尊 重 の 気 運 を 高 め 、 教 育 の 振 興 に 寄 与 す る と と も に 、 会

員 の 福 利 厚 生 の 拡 充 に 努 め る 」 こ と を 目 的 に 活 動 し て い る 。  

 各 都 道 府 県 退 職 校 長 会 の 会 員 八 万 五 千 余 名 の 総 意 と し て 、 下 記 事 項 を 要 望 す る 。  

一  長 寿 社 会 で 働 く 高 齢 者 の 年 金 に つ い て は 、 特 に 六 十 歳 代 前 半 の 在 職 老 齢 年 金 の 支 給 停

止 基 準 を 緩 和 す る よ う 配 慮 さ れ た い 。  

二  高 齢 者 が 健 康 で 意 欲 と 能 力 が あ る 限 り 、 年 齢 に 関 わ り な く 働 き 続 け る こ と が で き る 施

策 と し て 、 「 生 涯 現 役 促 進 地 域 連 帯 事 業 」 を 充 実 し て ほ し い 。  

三  高 齢 者 医 療 制 度 の 見 直 し に 当 た り 、 健 康 保 険 料 ・ 介 護 保 険 料 等 の 負 担 が 過 重 に な ら な

い よ う 、 高 齢 者 の 生 活 安 定 に 配 慮 さ れ た い 。  

 松 本 剛 明 総 務 大 臣 へ の 「 要 望 書 」 （ 前 文 略 ）  

一  長 寿 社 会 で 働 く 高 齢 者 の 年 金 に つ い て は 、 勤 労 意 欲 を 損 な わ な い よ う 在 職 老 齢 年 金 の

支 給 停 止 基 準 を 緩 和 す る よ う 配 慮 さ れ た い 。  

二  高 齢 者 の 生 活 安 定 を 堅 持 す る た め 、 年 金 受 給 者 へ の 課 税 増 等 に よ る 税 負 担 が 過 重 に な

ら な い よ う 配 慮 さ れ た い 。  

三  共 済 年 金 と 厚 生 年 金 の 一 元 化 に 伴 い 、 職 域 加 算 を 保 障 す る 「 年 金 払 い 退 職 給 付 」 が 実

施 さ れ た が 、 今 後 も 退 職 教 職 員 の 生 活 安 定 の 施 策 を 要 望 す る 。  

文 部 科 学 大 臣 へ の 「 要 望 書 」 提 出 に 臨 席 し た 会 長 ・ 副 会 長 （ 敬 称 略 ）  

会  長  田 中  昭 光  

副 会 長  北 海 道 地 区  千 田  薫 （ 北 海 道 ）  東 北 地 区  太 宰  明 （ 宮 城 県 ）  

関 東 甲 信 越 地 区  川 端 重 義 （ 神 奈 川 県 ）  東 海 北 陸 地 区  結 城 正 斉 （ 富 山 県 ）  

近 畿 地 区  中 室 清 文 （ 奈 良 県 ）  中 国 地 区  塩 川  寛 （ 島 根 県 ）  

四 国 地 区  石 川 和 幸 （ 徳 島 県 ）  九 州 地 区  今 村 統 嘉 （ 佐 賀 県 ）  

 ※ 詳 細 は ９ 月 30日 発 行 の 会 報 （ 229 号 ） に 掲 載  


